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当社株式の監理銘柄（審査中）指定に関するお知らせ 
 
 

当社株式につきまして、平成 22 年 11 月 11 日付にて株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋

証券取引所より監理銘柄（審査中）に指定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 

１．監理銘柄（審査中）指定理由 
当社は、本日「当社の不適切な会計処理に関する調査結果等のご報告」等を開示いたしました。 

 この開示内容から、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）より有価証券上場規程施

行規則第 605 条第１項第 14 号（上場会社が有価証券上場規程第 601 条第１項第 11 号ａ前段（虚偽

記載）に該当すると認められる相当の事由があると東証が認める場合）に、株式会社名古屋証券取

引所（以下、「名証」という。）より、株券上場廃止基準の取扱い５（１）ｎ（上場会社が株券上場

廃止基準第 2条第 1項第 11 号ａ前段（虚偽記載」に該当すると認められる相当の事由があると名証

が認める場合）にそれぞれ該当することとなり、投資者の注意を喚起するため、監理銘柄（審査中）

に指定されたものであります。 

 
２．監理銘柄（審査中）指定期間 

平成 22 年 11 月 11 日から東証及び名証が当社株式について上場廃止基準に該当するかどうかを

認定した日まで。 

 

３．今後の対応 
   このたびの監理銘柄（審査中）指定により、株主様、お取引様や他の多くの皆様には大変なご迷

惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 
   今後は、一日も早く監理銘柄（審査中）指定の解除を受けられるよう最大限の努力を尽くしてま

いると共に、早期の信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 
 

                                      以 上 


